
 

 

教育委員会制度の改革に関する論点メモに基づくパターン① 
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＜教育委員会＞ 

○ 教育委員会は、首長の附属機関 

○ 教育委員会は、教育長からの諮問を受けて答申を行うとともに、自ら教育長に

対し、建議、勧告等を行う（一定の事項について同意権を持つものとすることがで

きるか） 

○ 教育委員会は、教育長の事務執行をチェックする 

 

＜教育長＞ 

○ 教育長は、首長の補助機関 

○ 教育長は、首長からの委任により、教育に関する事務を執行 
（※首長は、教育長の日常の事務執行については指揮監督しない） 

○ 教育長に委任する事務は、法律で規定 
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教育の基本方針や
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（執行機関）

新「教育長」
（＝教育行政の責任者）
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補助機関）

新「教育委員会」
（＝方向性を示すとともに執行状況をチェックする機関）

（首長の附属機関）

資料４－１ 

企画調査会（第３回） 

【文化財保護行政上の主な論点】 

□ 政治的中立性や開発行為との均衡をどのように確保するのか 

□ 文化財保護に関する事務について、教育委員会が答申・建議・勧告等を行う事項の範囲を 

どのように考えるか 

□ 地方文化財保護審議会の位置付けをどのように考えるか（現在は教育委員会の附属機関） 


